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令和 9 年 3 月 31 日まで
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道路維持補修工　　１式
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積      算      情      報

工 事 名 称 八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

単 価 適 用 年 月 日 令和07年12月01日 公共

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

機械損料適用年月日 令和06年10月 公共機械損料(B地区)(令和7年度対応)

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共／令和07年10月 公共委託

諸 経 費 適 用 年 度 公共 令和07年度 10月 青森県 土木工事標準積算基準書

工 種 区 分 道路維持工事

備 考

週休2日補正なし

契約保証に係る補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合

現場環境改善費計上区分：計上しない

共通仮設費率  9.94％以内
現場管理費率 26.22％以内
一般管理費率  9.45％以内で積算している。

工事価格は、万円止めで積算している。



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路維持工事02

1 式
道路維持補修工

1 式 明 1 号
道路維持管理工

1 式 明 2 号
道路巡回工

1 式 明 3 号
夜間休日対応業務

1 式 明 4 号
安全工

1 式 明 5 号
直接工事費計

共通仮設費計

1 式
共通仮設費(率化)

1 式
共通仮設費率分

1 式
純工事費

1 式
現場管理費

1 式

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事原価

1 式
一般管理費等

1 式
工事価格

1 式
消費税等相当額

1 式
合計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 1 号 明細書 】

道路維持補修工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装補修
加熱合材

1 式 明 6 号
舗装補修

砕石
1 式 明 7 号

道路附属物補修（通常）

1 式 明 8 号
道路附属物補修（緊急）

1 式 明 9 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 2 号 明細書 】

道路維持管理工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路管理（通常）

1 式 明 10 号
道路管理（緊急）

道路啓開
1 式 明 11 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 3 号 明細書 】

道路巡回工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路（通常）巡回

1 式 明 12 号
道路（緊急）巡回

1 式 明 13 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 4 号 明細書 】

夜間休日対応業務 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現地調査
調査，報告書作成

1 式 明 14 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 5 号 明細書 】

安全工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ
基準書 Ⅱ-5-21-1

220 人日 施 1 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 6 号 明細書 】

舗装補修 加熱合材 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準仕様

1 式
加熱合材補修工

2t以上5t未満 基準書 Ⅳ-3-22-2
100 ｔ 施 2 号

薄層仕様

1 式
加熱合材補修工

2t以上5t未満 基準書 Ⅳ-3-22-2
120 ｔ 施 3 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 7 号 明細書 】

舗装補修 砕石 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

砕石舗装補修

1 式
砕石舗装補修作業労務

4 件 単 1 号
砕石運搬

1 式
砕石運搬（C-20）

2tDT
20 m3 単 2 号

砕石運搬（C-20）
4tDT

20 m3 単 3 号
砕石運搬（C-20）

10tDT
100 m3 単 4 号

砕石運搬（C-40）
10tDT

100 m3 単 5 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 8 号 明細書 】

道路附属物補修（通常） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路附属物補修労務

220 件 単 6 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 9 号 明細書 】

道路附属物補修（緊急） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路附属物補修労務

4 件 単 6 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 10 号 明細書 】

道路管理（通常） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

融雪箱等設置・回収作業労務

3 日 単 7 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 11 号 明細書 】

道路管理（緊急） 道路啓開 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路管理作業労務

5 件 単 8 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 12 号 明細書 】

道路（通常）巡回 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

通常巡回
昼間，半日（8:30～17:30の間）

47 回 単 9 号
常温合材

全天候型高耐久
見積り 200 袋

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 13 号 明細書 】

道路（緊急）巡回 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

緊急巡回
昼間，３時間

3 回 単 10 号
緊急巡回

夜間，３時間
2 回 単 11 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）

【 第 14 号 明細書 】

現地調査 調査，報告書作成 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

平日17:00～22:00，5:00～8:00
調査：２時間，報告書作成：１時間

2 回 単 12 号
平日22:00～5:00

調査：２時間，報告書作成：１時間
1 回 単 13 号

休日（土日祝祭日）5:00～22:00
調査：２時間，報告書作成：１時間

4 回 単 14 号
休日（土日祝祭日）22:00～5:00

調査：２時間，報告書作成：１時間
1 回 単 15 号

計

八戸市



区域境：馬淵川（※南郷を除く）

八戸市道路包括管理業務委託（西部地区）　位置図　　　　　　　　　
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第１．適用 
本仕様書は、  市が管理する市道等に係る道路包括管理業務委託（以下「本業務」と

いう。）について適用する。また、本業務の履行にあたっては本仕様書及び道路包括管理業

務特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）のほか、関係法令を遵守し、道路利用者の安

全性及び快適性を考慮し、常に良好な状態に道路施設を維持管理すること。 

第２．業務区域 
本業務の業務区域は、  市域のうち旧  市の全域を「 部地区」「中部地区」「東部

地区」の３地区に分割し実施するもので、別紙（業務区域図）のとおりとする。なお、各

地区の区域詳細は下記のとおりとする。 
地区 区域 区域詳細 

 部  淵川以 の区域 馬淵川の架橋梁は含まない 

中部  淵川以東 新井 川以 で南郷地区を含まない区域 新井田川及び馬淵川の架橋梁を含む 

東部 新井田川以東で南郷地区を含まない区域 新井田川の架橋梁は含まない 

第３．対象施設等 
本業務の対象施設は下記のとおりとする。なお、業務期間中に対象施設の変更が生じた

場合においても、業務の対象に含めるものとする。 
地区 区域面積（ ） 市道延 ※（㎞） 対象施設 

 部 83.8 334 ・市道（※の延 ） 

・市管理道路 

・法定外公共物（道路） 

中部 59.3 439 

東部 71.3 351 

第４．業務期間 
本業務の業務期間は、休日等を含み下記のとおりとする。 

地区 業務期間 

 部 令和８年３月１日から令和９年３月 31 日まで 

中部 令和８年３月 17 日から令和９年３月 31 日まで 

東部 令和８年３月１日から令和９年３月 31 日まで 

第５．対象業務 
 本業務の対象業務は下記のとおりとし、受託者は特記仕様書を遵守し遂行すること。な

お、業務期間中に業務内容及び特記仕様書を変更する場合は、委託者と受託者で協議の上

変更する場合がある。 
対象業務 

支払条件 
業務地区 

業務項目 業務内容 作業内容  部 中部 東部  

道路維持管

理業務 

①道路維持補修工 舗装補修（加熱合材） 単価契約 〇 〇 〇  

舗装補修（砕石） 総価契約 〇 〇 〇  

道路附属物補修（通常） 総価契約 〇 〇 〇  

道路附属物補修（緊急） 総価契約 〇 〇 〇  

②道路維持管理工 道路管理（通常） 単価契約 〇 〇 〇  

道路管理（緊急） 総価契約 〇 〇 〇  



③道路巡回工 道路巡回（通常） 単価契約 〇 〇 〇  

道路巡回（緊急） 単価契約 〇 〇 〇  

④平日要望対応業務 現地調査、計画、立案 総価契約     〇  

⑤夜間休日対応業

務 

受付 単価契約   〇    

現地調査 単価契約 〇 〇 〇  

⑥安全工 交通誘導警備員 単価契約 〇 〇 〇  

注）〇：対象業務 

第６．遵守事項等 

受託者は、業務に必要な知識を持ち道路利用者に安心感・信頼感・満足感を与えるよう

留意すること。なお、本業務を遂行する上で、「道路法（昭和 27 年法律第 180 号）」、「道路

交通法（昭和 35 年法律第 105 号）」等の関係する法令のほか、各種基準等を遵守すること。 

第７．個人情報の保護・管理 

受託者は、「  市個 情報の保護に関する法律施 条例（令和５年条例第８号）」等を

遵守すること。 

第８．守秘義務 

受託者は、本業務上で知り得た内容を第三者に提供や複製するなどの行為、自己の利益

のために使用してはならない。また、業務期間が終了した後も同様とする。 

第９．安全対策 

受託者は、必要に応じて交通誘導警備員及びバリケード等の設置を行い、道路利用者及

び作業員の安全確保を図ること。また、受託者は事故及び災害の発生に備えて、応急処置、

救急対応、医療機関等への連絡体制などの対処手順を明記した対応マニュアルを作成し、

委託者へ提出するとともに、作業従事者へ必要な研修を実施すること。 

第 10．業務責任者の選任 

受託者は、委託者との事務連絡及び本業務を総括するための業務責任者１名を選任し、

受託業務開始前に委託者へ通知すること。なお、業務責任者は次のいずれかに該当する資

格を有しなければならない。 

１．１級又は２級土木施工管理技士 

２．道路補修工事又は道路維持管理に関する業務について、１年以上の実務経験を有す

る者 

第 11．環境配慮体制 

受託者は、排気ガスや騒音、廃棄物の排出低減に努めるなど、環境に配慮した取組みを

行うこと。 
第 12．苦情等への対応 

受託者は、本業務を遂行している際に、本業務に関する苦情、要望等を受けた場合は、

速やかに委託者へ報告し対応を協議すること。また、苦情等の対応を記録し、日報と併せ

て書面により委託者へ提出すること。 



第 13．拾得物の取扱い 

受託者は、業務中に拾得した物件について、関係法令に基づき、適切な対応をすること。 

第 14．業務の再委託の制限に関する事項 

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して再委託することはできない。ただし、一

部について協力企業等へ再委託を行う場合は、再委託が必要な理由と内容、再委託先及び

業務に必要となる許可等について、あらかじめ委託者へ書面により提出し、承諾を得なけ

ればならない。 

第 15．作業水準 

委託者は、作業内容の水準が著しく不備であることを確認した場合には、受託者に対し

作業の手直しを指示することができる。ただし、手直しに係る費用については、受託者が

負うこと。 

第 16．損害賠償責任 

受託者は、受託者の責に帰すべき事由により第三者又は委託者に損害を与えた場合は、

速やかに委託者に報告するとともに、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければ

ならない。 

第 17．保険の加入 

受託者は、本業務期間内を対象とする作業の実施に起因する対人・対物事故等による賠

償責任を補償する保険に加入しなければならない。 

第 18．参考資料の貸与 

受託者は、本業務に必要な資料等を所定の手続きによって委託者から貸与できるものと

し、本業務の目的以外で使用してはならない。 

第 19．関係書類の提出及び保存 

受託者は、下記に示す関係書類を定められた時期までに提出すること。また、提出後に

変更が生じた場合及び下記以外に委託者から書類を求められた場合は、速やかに提出しな

ければならない。なお、これらの関係書類は本業務終了後、10 年間は保存しなければなら

ない。 
書類名称 作成別 提出時期 

業務責任者通知書 受託者 契約後遅延なく 

業務責任者経歴書 本人 契約後遅延なく 

業務計画書 受託者 契約後遅延なく 

業務実施報告書 受託者 月１回、発注者の指定した日 

作業別月報 受託者 月１回、発注者の指定した日 

作業別施工写真 受託者 月１回、発注者の指定した日 

使用資材納入伝票 受託者 月１回、発注者の指定した日 

交通誘導員配置報告書 受託者 月１回、発注者の指定した日 

材料確認書 受託者 その都度 



業務打合せ簿・協議記録簿 受託者 月１回 

承諾・協議・報告・提出各書 受託者 その都度 

貸与品借用書 受託者 借用時 

貸与品返還書 受託者 返還時 

事故報告書 受託者 発生後遅滞なく 

請求書 受託者 月１回、発注者の指定した日 

第 20．業務終了時の事務 

受託者は、業務終了時点で翌年度に引き継ぐ事項がある場合や委託者に求められた場合

は、引継書を作成し、委託者及び翌年度の受託者へ提出すること。なお、提出期日は２月

末までとする。 

第 21．疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は本仕様書に記載のない事項につ

いては、委託者及び受託者で協議の上その都度定めるものとする。 

第 22．その他 

本業務において、関係機関等との協議を必要とする場合及び協議を受けた場合は、委託

者に申し出て指示を受けること。 

本業務の作業及び調査のために、個人の土地に立ち入る場合又は借用する場合には、必

ずその前後において所有者の了解を得ること。 

受託者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、委託者及び警察への報告、

通報をしなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うこと。 
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第１編 共通編 
第１．適用 

本仕様書は、  市が管理する市道等（以下「対象施設」という。）に係る道路包括管理

業務委託（以下「本業務」という。）について適用する。この特記仕様書に定めのない事項

は、必要に応じて委託者と協議し定めるものとする。 

第２．業務区域 
本業務の業務区域は、別紙（業務区域図）のとおりである。ただし、緊急を要する場合

など、委託者から地区を越えて作業の指示があった場合は、この限りではない。 

第 3．業務概要 
本業務は、対象施設の維持管理を実施するもので、受託者は、委託者と緊密な連携のも

と、巡回等の実施により業務区域の対象施設の状況を把握しなければならない。また、作

業にあたっては、委託者と連絡、調整の上実施するものとする。 

第４．業務計画書 
 受託者は、本業務に着手する前に業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。なお、業務計画書には以下の項目について記載することとし、委託者がその他の項目

について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

１．業務概要 

２．業務工程表 

３．業務実施体制 

４．主要資材（購入原材料含む） 

５．業務別作業方法 

６．業務別人員配置計画 

７．道路巡回実施計画及び実施体制 

８．緊急時の対応及び体制 

９．平日の現地調査対応及び体制 

10．夜間休日の対応及び体制 

11．安全管理 

12．環境対策 

13．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

14．その他 

業務計画書の作成にあたっては、下記の内容に留意し作成すること。 

１．業務工程表については、委託者と協議の上作成すること。 

２．業務実施体制及び業務別人員配置計画については、業務責任者のほか各業務内容の

作業内容ごとに人員配置を計画し明記すること。 

３．道路巡回については、年間の実施工程、実施方法、実施体制を計画し明記すること。 



４．緊急時の体制については、滞りが無く速やかに対応ができるよう、常に連絡が取れ

る体制を構築すること。 

５．平日の現地調査対応については、現地調査及び計画・立案に必要な人員配置を計画

し明記すること。 

６．夜間休日の体制については、対象施設の異状通報等があった場合に、常に連絡が取

れる体制を構築すること。 

第５．業務報告書 

受託者は、月ごとに業務報告書を作成し、委託者に提出するものとする。なお、報告書

は所定の様式により作成し、添付資料は、業務別に作業状況が分かる作業写真（作業前・

作業中・作業完了について各１点以上）に作業を実施した業者名等を表示するものとする。

また、提出日については、委託者と協議し定めるものとする。 

第６．業務中の安全確保 

本業務は、危険を伴う道路上における作業であるため、受託者は、作業員等に対し安全

を確保するための指導と意識向上を図り、事故防止に取り組まなければならない。また、

近隣住 、通 者及び通  両等の第三者に危害を及ぼさないよう万全な措置を講じた上

で作業を実施するものとする。 

第７．業務責任者 

受託者は、本業務を総括する業務責任者を配置の上委託者に通知すること。なお、業務

責任者は本業務の全般（作業内容の把握、日程調整、予算管理等）を総括し、委託者と緊

密に連絡を取り合うこと。 

第８．業務の留意事項 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、次の各号の規定を遵守しなければならない。 

１．委託者から作業の指示があった場合は、概ね 20 日以内に作業を実施すること。ただ

し、20 日以内に作業を実施することができない場合は、事前にできない理由及び作業

する期日を委託者に報告すること。なお、天候不順等により作業を実施できない場合

はこの限りではない。 

２．作業は、緊急時や現場条件等によりやむを得ない場合を除き、平日に実施するよう

日程を調整すること。 

第９．その他 

受託者は、本業務の効率化を図るため、業務に必要な情報の共有化に努め、受託者の構

成員間の意思疎通を図らなければならない。 

本業務の予算は令和８年度予算による執行であるため、支払いに関する申請については

令和８年４月１日以降とする。 

第２編 道路維持管理業務編 



第１．業務の目的 

 受託者は、対象施設が常時良好な状態に保たれるよう、必要な道路巡回及び維持管理作

業を実施するとともに、緊急時には委託者の指示により必要な措置を講じることとし、道

路利用者の安心・安全を確保するものである。 

受託者は、市 等から対象施設における不具合に関する通報等があった場合は、通報を

受け付け、その内容を各地区の道路包括管理業務受託者へ連絡し、現地調査を実施するこ

とで、常時の連絡体制を整えるものである。 

第２．道路維持補修工 

受託者は、対象施設の損傷等について、維持管理上必要な補修を受託者の責任により作

業を実施することができる。また、委託者から作業の指示があった場合は、速やかに作業

を実施しなければならない。なお、補修の範疇を超える大規模な修繕が必要と判断される

場合は、委託者に報告の上指示を受けなければならない。 

舗装の劣化等による振動対策を行う場合は、作業範囲や作業方法について委託者と協議

の上作業を実施するものとする。 

各種作業内容は次の各号のとおりである。 

１．舗装補修（加熱合材） 

道路上の穴ぼこや段差すり付け等の舗装補修について、１回当りの作業量は５ｔ程

度を標準とし、作業箇所が点在する場合は温度管理をしながら、計画的に作業するこ

と。 

使用する合材は、作業箇所ごとに委託者と協議の上定めるものとする。 

市内で開催される大規模イベント等の事前に、委託者から作業の指示があった場合

は、速やかに対応すること。 

２．舗装補修（砕石） 

道路上（砂利道）の穴掘れ等の補修について、委託者から作業の指示があった箇所

を計画的に実施することとし、通行に支障とならないよう舗装面を整正すること。 

町内会等が敷均し作業を実施することを前提に砕石提供の依頼があった場合は、町

内会等と置き場所、日程の調整をした上で運搬すること。 

使用する石材については、再生材を使用せず新材とする。 

３．道路附属物補修（通常） 

道路附属物等の補修について、委託者から作業の指示があった場合は、作業に着手

する前に、見積書に作業提案書を附したものを委託者に提出し、確認を得た後に着手

すること。ただし、緊急時の場合は、この限りではない。また、作業状況により、着

手する前に提出した見積書に差異が生じた場合は、その理由と状況写真等を添付の上

委託者へ報告し、改めて見積書を提出すること。 

作業内容は道路維持管理上必要とされるものとし、１件につき見積金額 60 万円程



度（諸経費及び消費税相当額を含まない直接作業費分）を目安とする。また、作業の

効率性を考慮し複数の作業を１件にまとめても構わない。ただし、作業上目安の金額

を超過するような場合は、事前に委託者と協議し指示を受けること。 

作業時間の日当たり換算については、４時間を 0.5 日、４時間を超え８時間以内を

１日とする。ただし、４時間未満での作業の場合は（0.5 日／４時間）×作業時間＝作

業日数とする。 

作業の人員配置については、業務計画書の業務別人員配置計画に基づき適正な人員

を配置すること。 

舗装復旧を伴う補修作業の舗装構成については、最新の「道路掘削工事に係る舗装

復旧基準」に基づいて復旧すること。ただし、現況の舗装構成が著しく異なる場合に

は、委託者と協議の上復旧すること。 

作業により発生する建設副産物については、法令等に基づき適切に処理をすること

とし、委託者から産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出を求められた場合は、速

やかに提出すること。 

作業で使用する製品や材料について、リサイクル製品や再生材を優先的に使用する

こと。 

舗装の切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有

する機械等により回収することとし、回収された排水については、委託者と協議の上

適正に処理すること。 

４．道路附属物補修（緊急） 

第７．緊急時対応業務を参照。 

第３．道路維持管理工 

受託者は、対象施設の維持管理上必要な作業及び汚損等（災害等による土砂の流入、事

故によるオイル漏れ等）による障害物の除去作業について、委託者から指示があった場合

は、速やかに作業を行わなければならない。 

各種作業内容は次の各号のとおりである。 

１．道路管理（通常） 

ア．融雪箱等管理 

融雪箱及び注意看板の設置、回収時期について、概ね 11 月中旬までに設置を完了

し、４月上旬までに回収を完了すること。なお、作業の時期については委託者と協

議の上実施すること。 

融雪箱等の設置については、委託者から提供された資料を基に、設置する場所や

向きに注意し設置することなお、設置する向きについては、融雪剤の補充時に在庫

が目視できるような向きにすること。また、法面等の不安定な箇所に設置する場合

は、転倒しないよう固定すること。 

融雪箱等の回収については、回収時に破損状況等を確認し、補修が必要な場合は



補修してから道路管理事務所の保管場所へ戻すこと。なお、回収する際に融雪剤が

残っている場合は、処分せずに箱と一緒に道路管理事務所に返却すること。 

注意看板の設置については、車両に対して注意喚起が認識できる向きに設置し、

除雪作業時の支障にならない場所に設置すること。 

設置及び回収作業時に、設置箇所の土地周辺の利用形態が変わり設置が困難な場

合や、地域住 や町内会等から設置箇所の変更を求められた場合は、委託者へ報告

し協議してから対応すること。なお、設置箇所に変更が生じた場合は、速やかに設

置箇所に関する資料の訂正をすること。 

２．道路管理（緊急） 

第７．緊急時対応業務を参照。 

第４．道路巡回工 

受託者は、業務区域内において、対象施設の損傷等に起因する重大な事象の発生を未然

に抑えるため、道路巡回を定期的に実施し、損傷等の状況を確認するとともに、軽微な不

具合を発見したときは、その場で対応可能な応急処置を行わなければならない。また、危

険と判断し早急な対応が必要な場合は、直ちにその旨を委託者に報告し指示を受けなけれ

ばならない。 

受託者は、次に掲げる巡回を実施し、対象施設の不具合を発見した場合はその状態を写

真撮影し委託者に報告するものとする。なお、巡回は原則として１組２名以上で構成し実

施するものとする。 

各種作業内容は次の各号のとおりである。 

１．道路巡回（通常） 

通常巡回は、昼間で半日程度とし、週１回を目安に通年で巡回を実施し、平常時に

おける対象施設の状態を把握すること。また、道路上に穴ぼこを発見した場合は、速

やかに常温合材で応急処置すること。 

各地区の道路巡回の回数は下記のとおりとする。 
作業内容 地 区  部 中部 東部  

道路巡回（通常） 回 数 47 47 62  

※各地区回数以上の巡回を実施すること。 

降雪期前及び融雪期後は対象施設の損傷等が増加することから、重点的に実施する

こと。また、市内で開催される大規模イベント等の事前には、開催場所や中心街に向

かう幹線道路等を中心に、重点的に実施すること。 

不法占用や不法投棄等による道路管理上支障があると思われる支障物を発見した場

合は、速やかに委託者に報告すること。 

劣化が著しく倒壊のおそれがある道路附属物（道路標識、ガードレール等）を発見

した場合は、委託者へ報告し支持を受けること。 

その他、委託者から指示があった場合は巡回を実施すること。 



２．道路巡回（緊急） 

第７．緊急時対応業務を参照。 

第５．平日要望対応業務（東部地区） 

受託者は、平 において、対象施設の異状等について市 からの通報等が寄せられた場

合に、速やかに対応することができる体制を整えるものとする。 

対象施設の異状等について市 からの通報等が寄せられた場合に、委託者からの指示に

より現地調査をした上で、対策の必要性、対策方法の検討、対策費用の算定、工程等の補

修計画を立案し、報告書を作成すること。なお、報告書には、位置図、現地調査した状況

写真に作業箇所、数量等を明記し、見積書に添付し提出すること。 

第６．夜間休日対応業務 

受託者は、夜間及び休日において対象施設の異状等が発生した場合に、速やかに対応す

ることができる体制を整えるものとする。対象業務については、受付は市内一括で中部地

区の受託者が対応するものとし、現地調査業務は各地区の受託者が対応するものとする。 

各種業務内容は次の各号のとおりである。 

１．受付（中部地区） 

夜間及び休日において、対象施設の異状等について市の巡視室から通報されてきた

場合は、通報を受け付け、要望内容を聴き取り、聴き取った内容を速やかに市内４地

区の各道路包括管理業務委託受託者へ引き渡すこと。 

受付業務の標準フローは、下記のとおりとする。 

【巡視室からの通報受付】→【要望内容の聴き取り】→【各地区受託者へ引き渡し】 

２．現地調査（ 部・中部・東部地区） 

各地区の受託者は、中部地区の受託者から引き継がれた要望内容を基に、速やかに

現地調査を実施し、調査完了後は必要に応じ応急処置を施し、交通開放ができるよう

にすること。また、現地調査完了後は報告書を作成し速やかに委託者へ報告すること。

なお、本格復旧については、翌日以降の早期に作業しても構わない。 

現地調査業務の標準フローは、受付（中部地区の受託者）から引き継がれた後に、

下記のとおりとする。 

【現地調査】→【応急復旧・補修作業手配】→【補修完了】→【調査報告書作成】 

現地調査の結果、作業が必要な場合は速やかに補修作業を手配し、通行の安全が確

保できる程度に応急復旧し交通開放すること。 

現地調査後の作業については、第７．緊急時対応業務を参照。 

第７．緊急時対応業務（道路附属物補修、道路管理、道路巡回） 

受託者は、事故や災害等による緊急時の対応について、夜間及び休日を問わず終日対応

することが可能な体制を整え、委託者から緊急の指示があった場合は速やかに対応するも

のとする。また、事前に警報・注意報等の気象情報を確認しておき、洪水ハザードマップ



等で危険な箇所の把握に努め、速やかに対応できるよう体制を整えるものとする。 

受託者は、緊急時に備え、土のう・バリケード・規制看板・オイル吸着マット等の仮設

資材及び交通誘導警備員の手配等について、速やかに対応できるよう対策を講じるものと

する。また、冠水が常習発生する箇所等については、事前に委託者から情報を得て速やか

に対策を講じるものとする。 

各種業務内容は次の各号のとおりである。 

１．道路附属物補修（緊急） 

対象施設において、通行に支障となる事象（道路附属物の倒壊等）による緊急作業

について委託者から指示を受けた場合は、速やかに現地に赴き状況を調査することと

し、委託者へ報告し協議した上で、通行止め・バリケード設置等の安全対策を講じる

こと。 

２．道路管理（緊急） 

対象施設の汚損（事故によるオイル漏れ等）が発生し道路管理上必要な除去作業に

ついて委託者から指示があった場合は、速やかに作業を実施すること。 

対象施設において安全上、交通上支障を来す事象（災害等による土砂の流入、地下

埋設物等による陥没等）が発生し道路啓開に時間を要する場合は、委託者と緊密に連

絡を取り、その指示により通行規制、応急対策など道路の安全を確保する上で必要な

措置を講じること。 

３．道路巡回（緊急） 

震度５弱以上の地震が発生した場合は、委託者からの指示を待たずに、速やかに業

務区域内の巡回を実施し、対象施設の異状の有無を委託者へ報告すること。ただし、

大津波警報及び津波警報が発令された場合は、委託者と実施について協議すること。

また、風水害に伴う災害発生の危険度【警戒レベル４以上】が発令されている場合は、

委託者の指示により巡回を実施すること。 



印 印

工事の名称 工事の場所

摘 要

円)
￥ 円

工       事       設       計       書

課    長 維持第二
ＧＬ

調 査 員 設 計 者

職氏名 職氏名

 工  事  設  計  審  査

第　 2 　号

八戸市道路包括管理業務委託（東部地区） 八戸市大字新井田地内ほか

設計額  工事日数

(消費税等相当額 令和8年3月1日から

夜間休日対応業務　　　１式

安全工　　　　　　　　１式

八 戸 市

令和9年3月31日まで

工事の概要

道路維持補修工　　　　１式

道路維持管理工　　　　１式

道路巡回工　　　　　　１式

平日要望受付対応業務　１式



 

諸 経 費 適 用 年 度 公共 令和07年度 10月 青森県 土木工事標準積算基準書

工 種 区 分 道路維持工事

備 考

週休2日補正なし

契約保証に係る補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合

現場環境改善費計上区分：計上しない

共通仮設費率  8.70％以内
現場管理費率 27.67％以内
一般管理費率  8.98％以内で積算している。

工事価格は、万円止めで積算している。

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

機械損料適用年月日 令和06年10月 公共機械損料(B地区)(令和7年度対応)

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共／令和07年10月 公共委託

積      算      情      報

工 事 名 称 八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

単 価 適 用 年 月 日 令和07年12月01日 公共



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路維持工事02

1 式
道路維持補修工

1 式 明 1 号
道路維持管理工

1 式 明 2 号
道路巡回工

1 式 明 3 号
平日要望受付対応業務

1 式 明 4 号
夜間休日対応業務

1 式 明 5 号
安全工

1 式 明 6 号
直接工事費計

共通仮設費計

1 式
共通仮設費(率化)

1 式
共通仮設費率分

1 式
純工事費

1 式

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場管理費

1 式
工事原価

1 式
一般管理費等

1 式
工事価格

1 式
消費税等相当額

1 式
合計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 1 号 明細書 】

道路維持補修工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装補修
加熱合材

1 式 明 7 号
舗装補修

砕石
1 式 明 8 号

道路附属物補修（通常）

1 式 明 9 号
道路附属物補修（緊急）

1 式 明 10 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 2 号 明細書 】

道路維持管理工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路管理（通常）

1 式 明 11 号
道路管理（緊急）

道路啓開
1 式 明 12 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 3 号 明細書 】

道路巡回工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路（通常）巡回

1 式 明 13 号
道路（緊急）巡回

1 式 明 14 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 4 号 明細書 】

平日要望受付対応業務 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現地調査、計画・立案業務
年85回

1 式 明 15 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 5 号 明細書 】

夜間休日対応業務 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現地調査
調査，報告書作成

1 式 明 16 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 6 号 明細書 】

安全工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ
基準書 Ⅱ-5-21-1

335 人日 施 1 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 7 号 明細書 】

舗装補修 加熱合材 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準仕様

1 式
加熱合材補修工

2t以上5t未満 基準書 Ⅳ-3-22-2
150 ｔ 施 2 号

薄層仕様

1 式
加熱合材補修工

2t以上5t未満 基準書 Ⅳ-3-22-2
150 ｔ 施 3 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 8 号 明細書 】

舗装補修 砕石 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

砕石舗装補修

1 式
砕石舗装補修作業労務

5 件 単 1 号
砕石運搬

1 式
砕石運搬（C-20）

2tDT
60 m3 単 2 号

砕石運搬（C-20）
4tDT

5 m3 単 3 号
砕石運搬（C-20）

10tDT
5 m3 単 4 号

砕石運搬（C-40）
2tDT

2 m3 単 5 号
砕石運搬（C-40）

4tDT
2 m3 単 6 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 9 号 明細書 】

道路附属物補修（通常） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路附属物補修労務

335 件 単 7 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 10 号 明細書 】

道路附属物補修（緊急） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路附属物補修労務

6 件 単 7 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 11 号 明細書 】

道路管理（通常） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

融雪箱等設置・回収作業労務

4 日 単 8 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 12 号 明細書 】

道路管理（緊急） 道路啓開 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路管理作業労務

6 件 単 9 号
計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 13 号 明細書 】

道路（通常）巡回 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

通常巡回
昼間，半日（8:30～17:30の間）

62 回 単 10 号
常温合材

全天候型高耐久
見積り 400 袋

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 14 号 明細書 】

道路（緊急）巡回 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

緊急巡回
昼間，３時間

3 回 単 11 号
緊急巡回

夜間，３時間
2 回 単 12 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 15 号 明細書 】

現地調査、計画・立案業務 年85回 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現地調査(平日8：30～17：30)
調査：5時間

85 日 単 13 号
計画・立案、予算管理(平日8：30～17：30)

業務：3時間
85 日 単 14 号

計

八戸市



八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）

【 第 16 号 明細書 】

現地調査 調査，報告書作成 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

平日17:00～22:00，5:00～8:00
調査：２時間，報告書作成：１時間

1 回 単 15 号
平日22:00～5:00

調査：２時間，報告書作成：１時間
1 回 単 16 号

休日（土日祝祭日）5:00～22:00
調査：２時間，報告書作成：１時間

5 回 単 17 号
休日（土日祝祭日）22:00～5:00

調査：２時間，報告書作成：１時間
2 回 単 18 号

計

八戸市



区域境：新井田川（※南郷を除く）

八戸市道路包括管理業務委託（東部地区）　位置図　　　　　　　　　
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第１．適用 
本仕様書は、  市が管理する市道等に係る道路包括管理業務委託（以下「本業務」と

いう。）について適用する。また、本業務の履行にあたっては本仕様書及び道路包括管理業

務特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）のほか、関係法令を遵守し、道路利用者の安

全性及び快適性を考慮し、常に良好な状態に道路施設を維持管理すること。 

第２．業務区域 
本業務の業務区域は、  市域のうち旧  市の全域を「 部地区」「中部地区」「東部

地区」の３地区に分割し実施するもので、別紙（業務区域図）のとおりとする。なお、各

地区の区域詳細は下記のとおりとする。 
地区 区域 区域詳細 

 部  淵川以 の区域 馬淵川の架橋梁は含まない 

中部  淵川以東 新井 川以 で南郷地区を含まない区域 新井田川及び馬淵川の架橋梁を含む 

東部 新井田川以東で南郷地区を含まない区域 新井田川の架橋梁は含まない 

第３．対象施設等 
本業務の対象施設は下記のとおりとする。なお、業務期間中に対象施設の変更が生じた

場合においても、業務の対象に含めるものとする。 
地区 区域面積（ ） 市道延 ※（㎞） 対象施設 

 部 83.8 334 ・市道（※の延 ） 

・市管理道路 

・法定外公共物（道路） 

中部 59.3 439 

東部 71.3 351 

第４．業務期間 
本業務の業務期間は、休日等を含み下記のとおりとする。 

地区 業務期間 

 部 令和８年３月１日から令和９年３月 31 日まで 

中部 令和８年３月 17 日から令和９年３月 31 日まで 

東部 令和８年３月１日から令和９年３月 31 日まで 

第５．対象業務 
 本業務の対象業務は下記のとおりとし、受託者は特記仕様書を遵守し遂行すること。な

お、業務期間中に業務内容及び特記仕様書を変更する場合は、委託者と受託者で協議の上

変更する場合がある。 
対象業務 

支払条件 
業務地区 

業務項目 業務内容 作業内容  部 中部 東部  

道路維持管

理業務 

①道路維持補修工 舗装補修（加熱合材） 単価契約 〇 〇 〇  

舗装補修（砕石） 総価契約 〇 〇 〇  

道路附属物補修（通常） 総価契約 〇 〇 〇  

道路附属物補修（緊急） 総価契約 〇 〇 〇  

②道路維持管理工 道路管理（通常） 単価契約 〇 〇 〇  

道路管理（緊急） 総価契約 〇 〇 〇  



③道路巡回工 道路巡回（通常） 単価契約 〇 〇 〇  

道路巡回（緊急） 単価契約 〇 〇 〇  

④平日要望対応業務 現地調査、計画、立案 総価契約     〇  

⑤夜間休日対応業

務 

受付 単価契約   〇    

現地調査 単価契約 〇 〇 〇  

⑥安全工 交通誘導警備員 単価契約 〇 〇 〇  

注）〇：対象業務 

第６．遵守事項等 

受託者は、業務に必要な知識を持ち道路利用者に安心感・信頼感・満足感を与えるよう

留意すること。なお、本業務を遂行する上で、「道路法（昭和 27 年法律第 180 号）」、「道路

交通法（昭和 35 年法律第 105 号）」等の関係する法令のほか、各種基準等を遵守すること。 

第７．個人情報の保護・管理 

受託者は、「  市個 情報の保護に関する法律施 条例（令和５年条例第８号）」等を

遵守すること。 

第８．守秘義務 

受託者は、本業務上で知り得た内容を第三者に提供や複製するなどの行為、自己の利益

のために使用してはならない。また、業務期間が終了した後も同様とする。 

第９．安全対策 

受託者は、必要に応じて交通誘導警備員及びバリケード等の設置を行い、道路利用者及

び作業員の安全確保を図ること。また、受託者は事故及び災害の発生に備えて、応急処置、

救急対応、医療機関等への連絡体制などの対処手順を明記した対応マニュアルを作成し、

委託者へ提出するとともに、作業従事者へ必要な研修を実施すること。 

第 10．業務責任者の選任 

受託者は、委託者との事務連絡及び本業務を総括するための業務責任者１名を選任し、

受託業務開始前に委託者へ通知すること。なお、業務責任者は次のいずれかに該当する資

格を有しなければならない。 

１．１級又は２級土木施工管理技士 

２．道路補修工事又は道路維持管理に関する業務について、１年以上の実務経験を有す

る者 

第 11．環境配慮体制 

受託者は、排気ガスや騒音、廃棄物の排出低減に努めるなど、環境に配慮した取組みを

行うこと。 
第 12．苦情等への対応 

受託者は、本業務を遂行している際に、本業務に関する苦情、要望等を受けた場合は、

速やかに委託者へ報告し対応を協議すること。また、苦情等の対応を記録し、日報と併せ

て書面により委託者へ提出すること。 



第 13．拾得物の取扱い 

受託者は、業務中に拾得した物件について、関係法令に基づき、適切な対応をすること。 

第 14．業務の再委託の制限に関する事項 

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して再委託することはできない。ただし、一

部について協力企業等へ再委託を行う場合は、再委託が必要な理由と内容、再委託先及び

業務に必要となる許可等について、あらかじめ委託者へ書面により提出し、承諾を得なけ

ればならない。 

第 15．作業水準 

委託者は、作業内容の水準が著しく不備であることを確認した場合には、受託者に対し

作業の手直しを指示することができる。ただし、手直しに係る費用については、受託者が

負うこと。 

第 16．損害賠償責任 

受託者は、受託者の責に帰すべき事由により第三者又は委託者に損害を与えた場合は、

速やかに委託者に報告するとともに、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければ

ならない。 

第 17．保険の加入 

受託者は、本業務期間内を対象とする作業の実施に起因する対人・対物事故等による賠

償責任を補償する保険に加入しなければならない。 

第 18．参考資料の貸与 

受託者は、本業務に必要な資料等を所定の手続きによって委託者から貸与できるものと

し、本業務の目的以外で使用してはならない。 

第 19．関係書類の提出及び保存 

受託者は、下記に示す関係書類を定められた時期までに提出すること。また、提出後に

変更が生じた場合及び下記以外に委託者から書類を求められた場合は、速やかに提出しな

ければならない。なお、これらの関係書類は本業務終了後、10 年間は保存しなければなら

ない。 
書類名称 作成別 提出時期 

業務責任者通知書 受託者 契約後遅延なく 

業務責任者経歴書 本人 契約後遅延なく 

業務計画書 受託者 契約後遅延なく 

業務実施報告書 受託者 月１回、発注者の指定した日 

作業別月報 受託者 月１回、発注者の指定した日 

作業別施工写真 受託者 月１回、発注者の指定した日 

使用資材納入伝票 受託者 月１回、発注者の指定した日 

交通誘導員配置報告書 受託者 月１回、発注者の指定した日 

材料確認書 受託者 その都度 



業務打合せ簿・協議記録簿 受託者 月１回 

承諾・協議・報告・提出各書 受託者 その都度 

貸与品借用書 受託者 借用時 

貸与品返還書 受託者 返還時 

事故報告書 受託者 発生後遅滞なく 

請求書 受託者 月１回、発注者の指定した日 

第 20．業務終了時の事務 

受託者は、業務終了時点で翌年度に引き継ぐ事項がある場合や委託者に求められた場合

は、引継書を作成し、委託者及び翌年度の受託者へ提出すること。なお、提出期日は２月

末までとする。 

第 21．疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は本仕様書に記載のない事項につ

いては、委託者及び受託者で協議の上その都度定めるものとする。 

第 22．その他 

本業務において、関係機関等との協議を必要とする場合及び協議を受けた場合は、委託

者に申し出て指示を受けること。 

本業務の作業及び調査のために、個人の土地に立ち入る場合又は借用する場合には、必

ずその前後において所有者の了解を得ること。 

受託者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、委託者及び警察への報告、

通報をしなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うこと。 
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第１編 共通編 
第１．適用 

本仕様書は、  市が管理する市道等（以下「対象施設」という。）に係る道路包括管理

業務委託（以下「本業務」という。）について適用する。この特記仕様書に定めのない事項

は、必要に応じて委託者と協議し定めるものとする。 

第２．業務区域 
本業務の業務区域は、別紙（業務区域図）のとおりである。ただし、緊急を要する場合

など、委託者から地区を越えて作業の指示があった場合は、この限りではない。 

第 3．業務概要 
本業務は、対象施設の維持管理を実施するもので、受託者は、委託者と緊密な連携のも

と、巡回等の実施により業務区域の対象施設の状況を把握しなければならない。また、作

業にあたっては、委託者と連絡、調整の上実施するものとする。 

第４．業務計画書 
 受託者は、本業務に着手する前に業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。なお、業務計画書には以下の項目について記載することとし、委託者がその他の項目

について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

１．業務概要 

２．業務工程表 

３．業務実施体制 

４．主要資材（購入原材料含む） 

５．業務別作業方法 

６．業務別人員配置計画 

７．道路巡回実施計画及び実施体制 

８．緊急時の対応及び体制 

９．平日の現地調査対応及び体制 

10．夜間休日の対応及び体制 

11．安全管理 

12．環境対策 

13．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

14．その他 

業務計画書の作成にあたっては、下記の内容に留意し作成すること。 

１．業務工程表については、委託者と協議の上作成すること。 

２．業務実施体制及び業務別人員配置計画については、業務責任者のほか各業務内容の

作業内容ごとに人員配置を計画し明記すること。 

３．道路巡回については、年間の実施工程、実施方法、実施体制を計画し明記すること。 



４．緊急時の体制については、滞りが無く速やかに対応ができるよう、常に連絡が取れ

る体制を構築すること。 

５．平日の現地調査対応については、現地調査及び計画・立案に必要な人員配置を計画

し明記すること。 

６．夜間休日の体制については、対象施設の異状通報等があった場合に、常に連絡が取

れる体制を構築すること。 

第５．業務報告書 

受託者は、月ごとに業務報告書を作成し、委託者に提出するものとする。なお、報告書

は所定の様式により作成し、添付資料は、業務別に作業状況が分かる作業写真（作業前・

作業中・作業完了について各１点以上）に作業を実施した業者名等を表示するものとする。

また、提出日については、委託者と協議し定めるものとする。 

第６．業務中の安全確保 

本業務は、危険を伴う道路上における作業であるため、受託者は、作業員等に対し安全

を確保するための指導と意識向上を図り、事故防止に取り組まなければならない。また、

近隣住 、通 者及び通  両等の第三者に危害を及ぼさないよう万全な措置を講じた上

で作業を実施するものとする。 

第７．業務責任者 

受託者は、本業務を総括する業務責任者を配置の上委託者に通知すること。なお、業務

責任者は本業務の全般（作業内容の把握、日程調整、予算管理等）を総括し、委託者と緊

密に連絡を取り合うこと。 

第８．業務の留意事項 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、次の各号の規定を遵守しなければならない。 

１．委託者から作業の指示があった場合は、概ね 20 日以内に作業を実施すること。ただ

し、20 日以内に作業を実施することができない場合は、事前にできない理由及び作業

する期日を委託者に報告すること。なお、天候不順等により作業を実施できない場合

はこの限りではない。 

２．作業は、緊急時や現場条件等によりやむを得ない場合を除き、平日に実施するよう

日程を調整すること。 

第９．その他 

受託者は、本業務の効率化を図るため、業務に必要な情報の共有化に努め、受託者の構

成員間の意思疎通を図らなければならない。 

本業務の予算は令和８年度予算による執行であるため、支払いに関する申請については

令和８年４月１日以降とする。 

第２編 道路維持管理業務編 



第１．業務の目的 

 受託者は、対象施設が常時良好な状態に保たれるよう、必要な道路巡回及び維持管理作

業を実施するとともに、緊急時には委託者の指示により必要な措置を講じることとし、道

路利用者の安心・安全を確保するものである。 

受託者は、市 等から対象施設における不具合に関する通報等があった場合は、通報を

受け付け、その内容を各地区の道路包括管理業務受託者へ連絡し、現地調査を実施するこ

とで、常時の連絡体制を整えるものである。 

第２．道路維持補修工 

受託者は、対象施設の損傷等について、維持管理上必要な補修を受託者の責任により作

業を実施することができる。また、委託者から作業の指示があった場合は、速やかに作業

を実施しなければならない。なお、補修の範疇を超える大規模な修繕が必要と判断される

場合は、委託者に報告の上指示を受けなければならない。 

舗装の劣化等による振動対策を行う場合は、作業範囲や作業方法について委託者と協議

の上作業を実施するものとする。 

各種作業内容は次の各号のとおりである。 

１．舗装補修（加熱合材） 

道路上の穴ぼこや段差すり付け等の舗装補修について、１回当りの作業量は５ｔ程

度を標準とし、作業箇所が点在する場合は温度管理をしながら、計画的に作業するこ

と。 

使用する合材は、作業箇所ごとに委託者と協議の上定めるものとする。 

市内で開催される大規模イベント等の事前に、委託者から作業の指示があった場合

は、速やかに対応すること。 

２．舗装補修（砕石） 

道路上（砂利道）の穴掘れ等の補修について、委託者から作業の指示があった箇所

を計画的に実施することとし、通行に支障とならないよう舗装面を整正すること。 

町内会等が敷均し作業を実施することを前提に砕石提供の依頼があった場合は、町

内会等と置き場所、日程の調整をした上で運搬すること。 

使用する石材については、再生材を使用せず新材とする。 

３．道路附属物補修（通常） 

道路附属物等の補修について、委託者から作業の指示があった場合は、作業に着手

する前に、見積書に作業提案書を附したものを委託者に提出し、確認を得た後に着手

すること。ただし、緊急時の場合は、この限りではない。また、作業状況により、着

手する前に提出した見積書に差異が生じた場合は、その理由と状況写真等を添付の上

委託者へ報告し、改めて見積書を提出すること。 

作業内容は道路維持管理上必要とされるものとし、１件につき見積金額 60 万円程



度（諸経費及び消費税相当額を含まない直接作業費分）を目安とする。また、作業の

効率性を考慮し複数の作業を１件にまとめても構わない。ただし、作業上目安の金額

を超過するような場合は、事前に委託者と協議し指示を受けること。 

作業時間の日当たり換算については、４時間を 0.5 日、４時間を超え８時間以内を

１日とする。ただし、４時間未満での作業の場合は（0.5 日／４時間）×作業時間＝作

業日数とする。 

作業の人員配置については、業務計画書の業務別人員配置計画に基づき適正な人員

を配置すること。 

舗装復旧を伴う補修作業の舗装構成については、最新の「道路掘削工事に係る舗装

復旧基準」に基づいて復旧すること。ただし、現況の舗装構成が著しく異なる場合に

は、委託者と協議の上復旧すること。 

作業により発生する建設副産物については、法令等に基づき適切に処理をすること

とし、委託者から産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出を求められた場合は、速

やかに提出すること。 

作業で使用する製品や材料について、リサイクル製品や再生材を優先的に使用する

こと。 

舗装の切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有

する機械等により回収することとし、回収された排水については、委託者と協議の上

適正に処理すること。 

４．道路附属物補修（緊急） 

第７．緊急時対応業務を参照。 

第３．道路維持管理工 

受託者は、対象施設の維持管理上必要な作業及び汚損等（災害等による土砂の流入、事

故によるオイル漏れ等）による障害物の除去作業について、委託者から指示があった場合

は、速やかに作業を行わなければならない。 

各種作業内容は次の各号のとおりである。 

１．道路管理（通常） 

ア．融雪箱等管理 

融雪箱及び注意看板の設置、回収時期について、概ね 11 月中旬までに設置を完了

し、４月上旬までに回収を完了すること。なお、作業の時期については委託者と協

議の上実施すること。 

融雪箱等の設置については、委託者から提供された資料を基に、設置する場所や

向きに注意し設置することなお、設置する向きについては、融雪剤の補充時に在庫

が目視できるような向きにすること。また、法面等の不安定な箇所に設置する場合

は、転倒しないよう固定すること。 

融雪箱等の回収については、回収時に破損状況等を確認し、補修が必要な場合は



補修してから道路管理事務所の保管場所へ戻すこと。なお、回収する際に融雪剤が

残っている場合は、処分せずに箱と一緒に道路管理事務所に返却すること。 

注意看板の設置については、車両に対して注意喚起が認識できる向きに設置し、

除雪作業時の支障にならない場所に設置すること。 

設置及び回収作業時に、設置箇所の土地周辺の利用形態が変わり設置が困難な場

合や、地域住 や町内会等から設置箇所の変更を求められた場合は、委託者へ報告

し協議してから対応すること。なお、設置箇所に変更が生じた場合は、速やかに設

置箇所に関する資料の訂正をすること。 

２．道路管理（緊急） 

第７．緊急時対応業務を参照。 

第４．道路巡回工 

受託者は、業務区域内において、対象施設の損傷等に起因する重大な事象の発生を未然

に抑えるため、道路巡回を定期的に実施し、損傷等の状況を確認するとともに、軽微な不

具合を発見したときは、その場で対応可能な応急処置を行わなければならない。また、危

険と判断し早急な対応が必要な場合は、直ちにその旨を委託者に報告し指示を受けなけれ

ばならない。 

受託者は、次に掲げる巡回を実施し、対象施設の不具合を発見した場合はその状態を写

真撮影し委託者に報告するものとする。なお、巡回は原則として１組２名以上で構成し実

施するものとする。 

各種作業内容は次の各号のとおりである。 

１．道路巡回（通常） 

通常巡回は、昼間で半日程度とし、週１回を目安に通年で巡回を実施し、平常時に

おける対象施設の状態を把握すること。また、道路上に穴ぼこを発見した場合は、速

やかに常温合材で応急処置すること。 

各地区の道路巡回の回数は下記のとおりとする。 
作業内容 地 区  部 中部 東部  

道路巡回（通常） 回 数 47 47 62  

※各地区回数以上の巡回を実施すること。 

降雪期前及び融雪期後は対象施設の損傷等が増加することから、重点的に実施する

こと。また、市内で開催される大規模イベント等の事前には、開催場所や中心街に向

かう幹線道路等を中心に、重点的に実施すること。 

不法占用や不法投棄等による道路管理上支障があると思われる支障物を発見した場

合は、速やかに委託者に報告すること。 

劣化が著しく倒壊のおそれがある道路附属物（道路標識、ガードレール等）を発見

した場合は、委託者へ報告し支持を受けること。 

その他、委託者から指示があった場合は巡回を実施すること。 



２．道路巡回（緊急） 

第７．緊急時対応業務を参照。 

第５．平日要望対応業務（東部地区） 

受託者は、平 において、対象施設の異状等について市 からの通報等が寄せられた場

合に、速やかに対応することができる体制を整えるものとする。 

対象施設の異状等について市 からの通報等が寄せられた場合に、委託者からの指示に

より現地調査をした上で、対策の必要性、対策方法の検討、対策費用の算定、工程等の補

修計画を立案し、報告書を作成すること。なお、報告書には、位置図、現地調査した状況

写真に作業箇所、数量等を明記し、見積書に添付し提出すること。 

第６．夜間休日対応業務 

受託者は、夜間及び休日において対象施設の異状等が発生した場合に、速やかに対応す

ることができる体制を整えるものとする。対象業務については、受付は市内一括で中部地

区の受託者が対応するものとし、現地調査業務は各地区の受託者が対応するものとする。 

各種業務内容は次の各号のとおりである。 

１．受付（中部地区） 

夜間及び休日において、対象施設の異状等について市の巡視室から通報されてきた

場合は、通報を受け付け、要望内容を聴き取り、聴き取った内容を速やかに市内４地

区の各道路包括管理業務委託受託者へ引き渡すこと。 

受付業務の標準フローは、下記のとおりとする。 

【巡視室からの通報受付】→【要望内容の聴き取り】→【各地区受託者へ引き渡し】 

２．現地調査（ 部・中部・東部地区） 

各地区の受託者は、中部地区の受託者から引き継がれた要望内容を基に、速やかに

現地調査を実施し、調査完了後は必要に応じ応急処置を施し、交通開放ができるよう

にすること。また、現地調査完了後は報告書を作成し速やかに委託者へ報告すること。

なお、本格復旧については、翌日以降の早期に作業しても構わない。 

現地調査業務の標準フローは、受付（中部地区の受託者）から引き継がれた後に、

下記のとおりとする。 

【現地調査】→【応急復旧・補修作業手配】→【補修完了】→【調査報告書作成】 

現地調査の結果、作業が必要な場合は速やかに補修作業を手配し、通行の安全が確

保できる程度に応急復旧し交通開放すること。 

現地調査後の作業については、第７．緊急時対応業務を参照。 

第７．緊急時対応業務（道路附属物補修、道路管理、道路巡回） 

受託者は、事故や災害等による緊急時の対応について、夜間及び休日を問わず終日対応

することが可能な体制を整え、委託者から緊急の指示があった場合は速やかに対応するも

のとする。また、事前に警報・注意報等の気象情報を確認しておき、洪水ハザードマップ



等で危険な箇所の把握に努め、速やかに対応できるよう体制を整えるものとする。 

受託者は、緊急時に備え、土のう・バリケード・規制看板・オイル吸着マット等の仮設

資材及び交通誘導警備員の手配等について、速やかに対応できるよう対策を講じるものと

する。また、冠水が常習発生する箇所等については、事前に委託者から情報を得て速やか

に対策を講じるものとする。 

各種業務内容は次の各号のとおりである。 

１．道路附属物補修（緊急） 

対象施設において、通行に支障となる事象（道路附属物の倒壊等）による緊急作業

について委託者から指示を受けた場合は、速やかに現地に赴き状況を調査することと

し、委託者へ報告し協議した上で、通行止め・バリケード設置等の安全対策を講じる

こと。 

２．道路管理（緊急） 

対象施設の汚損（事故によるオイル漏れ等）が発生し道路管理上必要な除去作業に

ついて委託者から指示があった場合は、速やかに作業を実施すること。 

対象施設において安全上、交通上支障を来す事象（災害等による土砂の流入、地下

埋設物等による陥没等）が発生し道路啓開に時間を要する場合は、委託者と緊密に連

絡を取り、その指示により通行規制、応急対策など道路の安全を確保する上で必要な

措置を講じること。 

３．道路巡回（緊急） 

震度５弱以上の地震が発生した場合は、委託者からの指示を待たずに、速やかに業

務区域内の巡回を実施し、対象施設の異状の有無を委託者へ報告すること。ただし、

大津波警報及び津波警報が発令された場合は、委託者と実施について協議すること。

また、風水害に伴う災害発生の危険度【警戒レベル４以上】が発令されている場合は、

委託者の指示により巡回を実施すること。 


